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 成田国際空港株式会社（以下「会社」といいます。）は、会社が運営する成田国際空港

リフレッシュルーム（以下「リフレッシュルーム」といいます。）をご利用いただくにあ

たり、以下のとおり、成田国際空港リフレッシュルームご利用約款（以下「本約款」とい

います。）を定めます。 

 リフレッシュルームのご利用のためには、本約款に同意いただく必要があり、また、本

約款は予告無く変更される場合がありますので予めご了承ください。 

 

（定義） 

第１条 リフレッシュルームとは、出国審査手続き後にご利用頂ける仮眠室及びシャワー

ルームを備えた施設のことをいいます。 

 

（営業時間及びご予約等受付時間） 

第２条 リフレッシュルームの営業は年中無休とします。 

２ 営業時間及びご予約等受付時間は別表１に定めるとおりとし、ご予約については仮眠

室のみ承ります。 

３ 会社は、前項の規定にかかわらず、航空機の運航状況に応じて営業時間及びご予約等

受付時間を変更する場合があります。 

 

（営業の休止） 

第３条 会社は、次の各号のいずれかに掲げる場合に、リフレッシュルームの全部又は一

部の営業を休止することがあります。 

 (１) 災害又は事故により施設や器物等が損壊し、又は損壊するおそれがあるとき。 

 (２) 保安上営業することが適当でないとき。 

 (３) 工事、清掃等を行うため支障があるとき。 

 (４) 前３号に掲げる場合のほか、管理上特に必要があるとき。 

 

（現況貸し） 

第４条 リフレッシュルームは、現況貸しといたします。 

 

（ご利用時間の単位及び料金等） 



第５条 リフレッシュルームのご利用時間の単位及び料金等は、別表２のとおりといたし

ます。 

 

（ご利用手順及び料金のお支払い等） 

第６条 リフレッシュルームは、次の各号に掲げる手順によりご利用いただきます。 

（１）リフレッシュルームのご利用は、リフレッシュルーム受付への当日お申込みによる

ほか、仮眠室については、ご利用日の前月同一日から別表３に定めるインターネット予

約サイト又は電話により予約を受付けます。なお、前月同一日がない場合には前月の最

終日といたします。 

（２）前号による予約の場合、受付をした後、利用者に予約確認書を Eメールにて送信い

たします。E メールでの予約の確認ができない場合には、その他の手段に代えさせて頂

きます。 

（３）予約をされた利用者は、ご利用日当日、予約確認書を持参ください。 

（４）ご利用日当日、リフレッシュルームご利用前に、受付にて所定の料金を現金又はク

レジットカード等キャッシュレス決済でお支払いいただきます。また、所定の時間を超

過した場合は、所定の追加料金を申受けます。 

（５）利用開始時間より 30 分を経過してもご来店いただけなかった場合には、予約を解

除させていただきます。ただし、事前に連絡があった場合、到着便が遅延している場合

はこの限りではありません。 

 

（備品及び設備等） 

第７条 リフレッシュルームには次の各号に掲げる備品を備え付けております。ご利用後

は、もとの場所にお戻しください。 

(１) タオル類（フェイスタオル、バスタオル及びバスマット） 

(２) ボディーソープ、シャンプー 

(３) ハンガー、脱衣かご、ヘアドライヤー 

２ トイレ、浴槽（第２旅客ターミナルビルを除きます。）は設置されておりません。 

３ インターホンを設置しておりますので、ご気分が優れない等の緊急時、ご利用時間の

延長等、受付に用のある場合にご利用ください。 

４ ご利用時間延長の確認等のため、受付からインターホンでお呼び出しすることがあり

ます。 

 

（利用の拒否） 

第８条 会社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、送迎施設の申込み及

び利用に応じることができません。また、送迎施設の利用途中で次の各号に該当するこ

とが明らかになったときは、利用を中止していただきます。 



(１) 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、それらの関係者その他の

反社会的勢力（以下「暴力団等反社会的勢力」といいます。）であるとき若しくは暴

力団等反社会的勢力であったとき又は暴力団等反社会的勢力がその経営に実質的に関

与し、若しくは関与していたとき。 

(２) 利用者が、自身、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力等を利用するなどし、又は利用す

るなどしていたとき。 

(３) 利用者が、暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与

するなど積極的に暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与し、又

は関与していたとき。 

(４) 利用者が、暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し、又は有

していたとき。 

(５) 利用者が、感染症に感染しており、他の利用者等の健康を著しく害すると認めら

れるとき。 

(６) 第３条各号に掲げる事由により、利用させることができないとき。 

(７) 第９条に規定する禁止行為に違反し、禁止行為を行ったとき又は行うおそれがあ

ると認められるとき。 

 

（禁止行為） 

第９条 会社は、リフレッシュルームにおいて、次の各号に掲げる行為を禁止いたします。 

(１) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。 

(２) 施設、器物等を滅失し、き損し、汚損し、又はその恐れのある行為をすること。 

(３) 喫煙すること。 

(４) 火気を使用すること。 

(５)  飲酒後にシャワーを利用すること又は入浴すること。 

(６) 会社が、法の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認める行為又は安全

管理上、不適切と認める行為をすること。 

(７) 常識を超えた物品の持込み及びその利用をすること。 

(８)  会社の承認を受けずに部屋の定員以上の人員を入室させること。 

（９） 利用に関し合理的な範囲を超える負担を求めること。 

(10)  前各号に掲げるもののほか、他の利用者の迷惑となる行為又は管理上支障となる

行為をすること。 

 

（個人情報の保護） 

第 10条 会社は、リフレッシュルームの業務に関して、次の各号に掲げる項目に限って、

利用者から個人情報を受付け、当該個人情報を、個人情報の保護に関する法律（平成 15



年 法律第 57 号）及び会社が定める個人情報保護規程により、適切に管理します。な

お、第２号から第７号に掲げる項目については、仮眠室の業務に限ります。 

(１) 氏名 

 (２) 性別 

 (３) 国籍 

 (４) 職業 

 (５) 旅券番号 

 (６) 住所 

(７) 前宿泊地（乗継旅客のみ） 

 (８) ご利用予定のフライト情報及び出発時間 

２ 会社は、前項各号に掲げる個人情報を、リフレッシュルームの業務を達成する範囲内

において次の各号に掲げる場合に第三者に提供することがあります。 

(１) あらかじめ利用者本人の同意を頂いている場合。 

(２) 法令に基づく場合。 

(３) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、利用者の同意

を得ることが困難である場合。 

(４) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であ

って、利用者の同意を得ることが困難である場合。 

(５) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受け法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合であって、利用者の同意を得ることにより、

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。 

(６) 利用者から寄せられたご意見・ご要望・お問い合わせに回答すべき事業者が第三

者であり、当該事業者に会社がその内容を連絡する場合。 

(７) 統計的なデータとして、個人を特定できない形式に加工した場合。 

３ 会社は、利用者から頂いた第１項に規定する個人情報を十分な責任を持って適切な管

理を行うとともに、外部への流出防止のために最大限の注意を払います。 

４ 会社は、第１項記載の個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、個人情報を適切

に取り扱っていると認められる事業者を委託先として選定し、委託先においても、個人

情報の管理、秘密保持、再提供の禁止など、利用者の個人情報の漏洩などがないよう適

切な管理を実施させます。 

 

（利用者の責任） 

第 11 条 会社は、利用者が故意又は過失により、リフレッシュルームの施設若しくはそ

の施設内の器物等をき損し、汚損し、又はその他の行為により会社に損害を与えたとき

は、利用者にその損害及び逸失利益を賠償していただきます。 

 



（会社の責任） 

第 12 条 会社は、リフレッシュルームの利用において利用者に生じた損害について、次

の各号のいずれかに掲げる場合には、その賠償の責を負いません。 

(１)会社の故意又は過失によらない場合。 

(２)第３条各号のいずれかに掲げる理由により、利用者が施設を利用できなかった場合。 

(３)第８条各号のいずれかに掲げる理由により、会社が施設利用を拒否したにもかかわ

らず、利用者が施設を利用した場合。 

(４)利用者が第９条各号のいずれかに掲げる禁止行為を行った場合。 

２ 会社は、会社の故意又は過失により、リフレッシュルーム利用者の手荷物又は携行品

に滅失、毀損等を生じさせた場合、利用者がその種類及び価額について事前に明告を行

わなかったときは、その損害賠償の上限を 15万円とします。 

 

（実施に関し必要な事項） 

第 13条 本約款の実施に関し必要な事項は、別に定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第２条関係） 

営業時間及びご予約等受付時間 

ターミナル 施設 営業時間 受付時間 

第１旅客 

ターミナルビル 

リフレッシュルーム（仮眠室） 

7：00～21：00 

7：00～20：00 

リフレッシュルーム（シャワールーム） 7：00～20：30 

第２旅客 

ターミナルビル 

リフレッシュルーム（仮眠室） 

7：00～21：30 

7：00～20：30 

リフレッシュルーム（シャワールーム） 7：00～21：00 

 

別表２（第５条関係） 

ご利用時間の単位及び料金等 

下表記載の税抜料金に加え、当該料金の 10％を消費税としてお支払いいただきます。 

 

※ご利用料金には、タオル類の貸出し及びアメニティ等の提供を含んでおります。 

タオル類をご利用にならない場合でも、同一料金となります。 

※シャワールーム、仮眠室共に小人料金の設定はございません。 

税込
税率
10％時

最初の30分 1,500 1,364

以降15分毎 750 682

最初の1時間 3,000 2,728

以降30分毎 1,500 1,364

最初の1時間 5,000 4,546

以降30分毎 2,500 2,273

第１・第２旅客ターミナルビル

利用時間

料金

利用可能人数

シャワールーム 1人／室

　お子さま（12歳以下）を
お連れの方や介護を必要と
される方はこの限りではな
い。
　空港従業員については10
から15時又は18から21時の
間の最初の30分に限り、利
用料金を682円(税抜)、750
円（税込）とする。

仮眠室
（シングル）

1人／室

お子さま（12歳以下）をお
連れの方はこの限りではな

い。

仮眠室
（ツイン）

2人／室

税抜



別表３（第６条関係） 

仮眠室のご予約先 

インターネット予約サイト 
（日本語）https://business.form-mailer.jp/lp/b3c9927c258737 

（英語）https://business.form-mailer.jp/lp/b4d6584e272386 

電

話 

第１旅客ターミナルビル 0476-32-4734 

第２旅客ターミナルビル 0476-34-8537 

 

 

 


